
藤井寺市公共施設循環バス広告掲載取扱要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、藤井寺市有料広告掲載に関する取扱規則（平成２１年藤井寺市

規則第２２号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、藤井寺市が保有する

公共施設循環バス（以下「循環バス」という。）を広告媒体として活用することに

ついて必要な事項を定めるものとする。 

（規格等） 

第２条 広告の規格、枠数、場所及び掲載料金は、別表のとおりとする。 

（掲載期間） 

第３条 広告の掲載期間は、各月の１日から末日までの１ヶ月単位とし、１回の申込

みにつき、４月１日から翌年の３月３１日を掲載終了日とする１２ヶ月を最長とす

る。  

 （募集方法） 

第４条 広告主の募集は、次に掲げる方法により行うものとする。  
(1) 広報ふじいでらへの掲載  

(2) 藤井寺市ホームページへの掲載  
２ 広告枠に空きが生じたときは、前項各号の方法による募集のほか、民間企業等に

対して広告掲載の案内を行うことができる。 
（掲載の申込み） 

第５条 広告の掲載を希望する者（以下「申込者」という。）は、広告の掲載を始め

ようとする月の前月の５日までに藤井寺市公共施設循環バス広告掲載申込書（様式

第１号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。  
(1) 掲載しようとする広告案 

(2) 業務内容等を明らかにする書類（会社案内、パンフレット等） 

(3) その他市長が必要と認める書類 
（掲載の決定）  
第６条 市長は、前条の規定による申込書の提出があったときは、速やかに審査を行

い、掲載の可否を決定するものとする。 
２ 市長は、掲載の可否を決定する場合において、必要と認めるときは、広告内容の

修正等の条件を付することができる。  
３ 広告の申込みが、募集した広告枠を超えたときは、次に掲げる順位により掲載の

可否を決定するものとし、当該順位も同一にあるものについては、抽選により決定

するものとする。  
(1) 公社、独立行政法人、公益法人及びこれらに類する者の広告  

(2) 公共性の高い民間企業等で市内に事業所等を有する者の広告  

(3) 前号に該当しない民間企業等で市内に事業所等を有する者の広告  

(4) 前３号に該当しない者の広告  
４ 市長は、前３項の規定により掲載の可否を決定したときは、速やかに藤井寺市公



共施設循環バス広告掲載決定通知書（様式第２号）により申込者に通知するものと

する。  
（契約の締結）  
第７条 前条第４項の規定により広告掲載の決定通知を受けた者（以下「広告掲載者」

という。）は、速やかに広告掲載に関する契約を市と締結しなければならない。  
（掲載料の納入） 
第８条 広告掲載者は、市の発行する納入通知書により市の指定する期日までに広告

掲載料を一括して納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認

めるときは、この限りでない。 

（費用負担）  
第９条 広告の制作に要する費用は、広告掲載者の負担とする。  
２ 広告の取付け及び撤去に要する費用は、市の負担とする。ただし、車体側面・背

面の広告のうち剥離可能な屋外用シール取付け及び撤去に要する費用は、広告掲載者

の負担とする。 
３ 掲載された広告が消失又は破損したときにおいて、その修復に要する費用は、広

告掲載者の負担とする。ただし、その消失又は破損が市の責めに帰する事由による

場合は、市の負担とする。  
（広告内容等の変更）  
第１０条 市長は、広告の掲載に支障があると認めるときは、広告掲載者に対して広

告内容等の変更を求めることができる。  
２ 広告掲載者は、広告掲載期間内に広告の内容を変更しようとするときは、第５条

の掲載の申込みの例により、変更の承認を受けなければならない。  
（掲載の取消しの通知）  
第１１条 市長は、規則第６条の規定により広告の掲載を取り消したときは、藤井寺

市公共施設循環バス広告掲載取消通知書（様式第３号）により、広告掲載者に通知

するものとする。  
（広告掲載料の返還）  
第１２条 規則第８条第２項の規定により返還する広告掲載料は、広告を掲載するこ

とができなくなった月以降の納入済月額の総額とし、これに利子は付さないものと

する。  
（広告の撤去）  
第１３条 市長は、広告の掲載期間が終了したとき若しくは規則第６条の規定により

掲載の取消しを行ったとき又は規則第７条の規定により広告掲載者から掲載の取

下げの申出を受けたときは、速やかに広告を撤去するものとする。  
２ 前項の規定により撤去した広告は、広告掲載者へ返却するものとする。  
（その他）  
第１４条 この要綱に定めるもののほか、循環バスに掲載する広告に関し必要な事項

は、市長が別に定める。  



附 則 
この要綱は、平成２１年１１月６から施行する。 



別表（第２条関係） 
車両 場所 規格(mm) 枠数(1 台につき) 掲載料金(1 ヶ月)

車体側面 A 

（歩道側） 

縦 450×横 4200 以内 

マグネットシート又は剥

離可能な屋外用シール 

１ １５，０００円 

車体側面 B 

（車道側） 

縦 450×横 4200 以内 

マグネットシート又は剥

離可能な屋外用シール 

１ １５，０００円 

車体背面 C 縦 450×横 600 

マグネットシート又は剥

離可能な屋外用シール 

１ １０，０００円 

車内天井１～３ 

（歩道側） 

縦 297×横 420 (A3 横) 

紙又はシール 

各 １ １，０００円 

車内天井４～６ 

（車道側） 

縦 297×横 420 (A3 横) 

紙又はシール 

各 １ １，０００円 

南回りバス 

１台 

 

北回りバス 

１台 

運転席背面 縦 297×横 420 (A3 横) 

紙又はシール 
１ １，０００円 

 



様式第１号（第５条関係） 
藤井寺市公共施設循環バス広告掲載申込書 

 
年  月  日 

 
 藤井寺市長 様 
 

 住  所（所在地）（〒   －   ） 

 

                氏 名 

                法人・団体名 

                代 表 者 名              印 

 

               （事務担当者） 

                所属部署 

                氏  名 

                電  話 

 
藤井寺市公共施設循環バス広告掲載の募集について、藤井寺市有料広告掲載に関す

る取扱規則、藤井寺市公共施設循環バス広告掲載取扱要綱及び募集要項の各事項を承

知し、次に掲げることを誓約したうえで申し込みます。 

記 

１ 申込書の提出に際し、規則第５条に定める責務について十分理解し、承知の上

で申し込みます。 

２ 会社及び代表者の市税納付状況の調査を藤井寺市が行うことを承諾します。 

    （藤井寺市に納税義務がある会社及び代表者に限る。） 

 

広告媒体名 循環バス（ 南回り ・ 北回り ） 

車体 Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ 

車内天井 １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ ・ ６ 掲 載 場 所 

車内運転席背面 ７ 

掲 載 期 間 年  月から   年  月まで（   ヶ月） 

広告の内容 別添原稿のとおり 



様式第２号（第６条関係） 
 

藤井寺市公共施設循環バス広告掲載決定通知書 
 

年  月  日 
 
          様 
 

藤井寺市長 
 

年  月  日に申込みのありました広告掲載については、次のとおり決定

したので通知します。 
 

記 
 
１ 決定の可否   掲載する ・ 掲載しない 
２ 掲載する広告 

広告媒体名 循環バス（ 南回り ・ 北回り ） 

車体 Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ  

車内天井 １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ ・ ６ 掲 載 場 所 

車内運転席背面 ７ 

掲 載 期 間 年  月から   年  月まで（   ヶ月） 

掲 載 料 金 円 

広告の内容 別添原稿のとおり 

修正の有無 

有 ・ 無 
有の場合、その内容 
 
 

 
３ 掲載しない場合、その理由 



様式第３号（第１１条関係） 
 

藤井寺市公共施設循環バス広告掲載取消通知書 
 

年  月  日 
 
          様 
 

藤井寺市長 
 

年  月  日付けで決定した広告の掲載等については、下記の理由により決定
を取り消します。 

 
記 

 
１ 掲載を取り消す広告 

広告媒体名 循環バス（ 南回り ・ 北回り ） 

車体 Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ  

車内天井 １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ ・ ６ 掲 載 場 所 

車内運転席背面 ７ 

掲 載 期 間 年  月から   年  月まで（   ヶ月） 

広告の内容 別添原稿のとおり 

 
２ 取り消しの理由 
 


